
第８回中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会 

 議 事 概 要 

１.日時及び場所 

 （１）日時 平成３０年３月２３日（金）１４：００～１６：００ 

 （２）場所 中部地方整備局（名古屋合同庁舎第２号館）６階中会議室 

 

２.中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員 

委員長    熊田 均   弁護士 

委員      上田 圭祐  公認会計士 

   委員      柴田 義朗  弁護士   

   委員      井上 純   中日新聞論説委員 

 

３．議題 

 （１）平成２９年度中部地方整備局コンプライアンス報告書（案） 

 （２）平成３０年度中部地方整備局コンプライアンス推進計画（案） 

  

４.議事概要 

・コンプライアンスを維持するには内部統制的な取組が重要である。組織と

して高い意識を持って行動しているのかをチェックしなければならない。又、

組織としてだけではなく、個人として高い意識を持ち続けることも重要であ

る。 

・事業者等へのルール遵守の要請は、相手方に理解していただいたかどうか

が大事である。 

・電子データの情報管理は、階層的にパスワードを設定し、そのパスワード

を定期的に更新することが効果的である。 

・コンプライアンス携帯カードの携行徹底のためには、内部監査などの機会

に、実際に携行しているかの確認をするような取組が効果的である。 

・内部監査は、ルールを守っているかどうかの確認だけではなく、そのルー

ルが適切かどうかの視点も必要である。 

・全体として適切に取組んでいると感じた。 

・職員に過度な負担をかけないような配慮も必要である。  


